
　 会員の皆様 並びに 保護者の皆様 　　　　　　　　令和 ２ 年 ７ 月 ２８ 日

　　　　　　　東光スイミングスクール

　　　　　　　代表取締役　大熊 武右衛門

　　日頃より、当スクールの活動に対してご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。

　　休校費の取り扱いについて、９月以降授業を休校される会員の方は、下記の通り休校費をご請求

　させていただきますので、ご了承ください。

　　尚、引き続き新型コロナウィルス関連の対応につきましては、 衛生管理 ・ 安全対策 への取り組

　みを強化して、感染予防対策を徹底したうえで運営させていただきます。

　　皆様には、今しばらくご不便をおかけしますが、ご理解ご協力の程お願い申し上げます。

　　□ 休校費の取り扱い について

　　　　　・ ８月 休校 される会員の方

　　　　　     休校費 ／ は、ご請求しません。

　　　　　・ ９月以降 休校 される会員の方

　　　　　     休校費 ／ １，７００円 を、ご請求します。

　　□ 月会費の取り扱い について

　　　　　・ 臨時休館日以降 休校 をされている会員の方は、開始月の授業料を 無償 とします

　　　　　　　※ ４月中に 口座引き落とし（４／５ 付)された分にて、 調整 させていただきます

　　□ 各届出 受付期間 について

　　　　  ・ 休校 する月の １４日 まで　　　　※ １４日以降の場合は、受付できません

　　□ ３月中に欠席された方の 振替授業 について

　　　　　・ 振替授業の期間は、令和２年 ８月末日 迄です。　

　　　　　　　※ ３月分の振替授業分を、すでに取得された方は対象外となります。

　　　　　１日も早い収束と いつも通りの日常 が戻る事を願いつつ、そして皆様の 心と身体

　　　　　が健康であります様に、指導体制や施設環境の整備に全力を尽くしてまいります。

休校届け（休校費） に ついて 


